
どんな働き方でも均等待遇を ! 同一価値労働に同一賃金を ! 間接性差別禁止を法律に !

均等法を男女雇用平等法に ! 有期雇用にも均等待遇を !
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暑い暑い夏から一変、涼 しいというより寒いくらいの秋になってしまいました。

新内閣が発足 して、均等待遇アクション 21の呼びかけ人でもある小官山洋子さんが厚生労働副大臣 (労働 。子ど

も担当)に就任されました。岡崎 トミ子さんが男女共同参画担当大臣に就任されました。私たちの声をどんどん届

けていきましょう。

7月 の答申「第 3次男女共同参画基本 に当たっての基本的な考え方」を受けて、8月 3日 から

31日 までの間、行われた内閣府男女共同参画局の「第 3次男女共同参画基本計画に盛 り込むべき施策に

関する提案」募集に均等待遇アクション 21事務局からも応募 しましたので添付します。私たちの声を反

映 した基本計画になるよう望みます。

労省「男女賃金格差解消のためのガイドライン」で格差は解消されるのか??
8月 末、厚労省は「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成 し、公

表 しました。これは4月 に出された「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究

会報告書」を受けて作成されたものです。果たして、賃金格差が解消される内容になっているのでしよう

か ?ガ イドラインのポイントと均等待遇アクション21事務局意見を同封しますので参考にしてください。

期労働契約研究会報告書が出される !!
3月 の中間取りまとめを経て、最終的な「有期労働契約研究会報告書」が 9月 10日 付で発表されました。

今後、1年間位の予定で審議会にかけられ 2012年の通常国会に上程予定とも言われています。とても重

要な課題ですので審議会の傍聴や意見を届ける等の積極的な運動が求められます。報告書のポイント (厚

労省作成)と均等待遇アクション21事務局意見をお読み下さい。

8月 27日 から9月 5日 まで、国連女性差別撤廃委員会 (
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のシモノビッチ委員を招聘した取組みが日

本女性差別撤廃条約 NGOネ ットワーク (JNNC)を 中心にして行われました。8月 28日 のヌエックでのワークシ

ョップには 200名 もの方々が参加して熱心に耳を傾けました。」NNC作成の報告書の抜粋をご一読下さい。来年

8月 までのフォローアップ項目への取組みに力を注ぎましょう。

0/9(土 )『ベイロエクイティで丸ごと解決 !パートI～現場から政策へ～』へご参加を !!
5月 15日 開催の「ペイ・エクイティで丸ごと解決 !」 では、参加者全員で「職務評価」を試 したり、

既に取り組んでいる団体から報告 していただきました。これに続いて「ペイ・エクイティで丸ごと解決 !

パー トⅡ～現場から政策へ～」を 10月 9日 (土)に開催いたします。第 1部では「女性の低賃金システ

ムを変えるために」として、自治労兵庫県本部臨時・非常勤職員等評議会の前田克子さんから現場の取組

を、跡見学園女子大学の禿 (かむろ)あや美さんから「職務評価 (ペ イ・エクイティ)の実践」、早稲田

大学の浅倉むつ子さんからは「男女賃金格差是正と労働法」と題 したお話をしていただきます。また、臨

時国会開会直後になりますが、議員の皆様にご参加いただき、各党の均等待遇等についての政策をお聞き

する予定です。チラシを同封いたしますので、ぜひ皆様のご参加をお願いいたします。

前々号のニュースで 2010年度の賛同費納入のお願いをいたしました。お振込みをいただきました皆様

たいへんありがとうございました。一部、振込み用紙の印刷に不手際があり、機械での振 り込み不能とい

うことでたいへんご迷惑をおかけいたしました。お詫ぴ申し上げます。また、未納の皆様には今回、同封

いたします用紙にてお振込みいただきますようお願い申し上げます。

第3次男女共同参画基本計画に盛り込むべき施策に関する提案」を提出 !

国連女性差別撤廃委員と語る日本の課題」ヌエックワークショップに200名が参加 !
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～間接差別をなくし、同一価値 一賃金を実現する～
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【呼びかけ人】

相原久美子 浅倉むつ子 伊田 広行 大沢 真理 大野 町子 大脇 雅子 木下 武男 木村 愛子

熊沢 誠 小池 晃 小宮山洋子 柴山恵美子 清水 澄子 工路 怜子 菅沼 友子 竹中恵美子 津和

慶子 寺沢 勝子 中野 麻美 林  弘子 林 陽子 福島みずほ 藤田 一枝 船橋 邦子 古田 典子

松本 惟子  円 より子 三山 雅子 森 ます美 山本  博 吉川 春子 脇田  滋

【賛同者】合場敬子 相澤美智子 青木艶子 赤石千衣子 赤羽佳世子 赤松良子 秋元恵子 秋山淳子 浅

井真由美 朝倉泰子 浅野美恵子 荒井利津子 安藤直子 飯田治子 飯塚雅子 丼加田まり 五十嵐美那子

池田資子 池田芳江 石田絹子 石田好江 居城舜子 石川久枝 石橋慶子 石原豊子 石田久仁子 伊豆田

アキ 伊田久美子 市川若子 市吉澄枝 伊藤セツ 伊藤みどり 稲場みち子 稲元周子 稲垣眸 稲邑恭子

井上美代 井上睦子 丼上好子 今井けい 今福庸夫 岩井久江 上田佐紀子 植野妙実子 宇賀神慶子 宇

仁宏幸 内田典子 内海和子 梅沢栄子 浦川悦子 江藤智佐子 江野本啓子 江森民夫 遠藤恵子 遠藤公

嗣 大国和江 大竹美登利 大貫遵子 大本徹 大山七穂 緒方玉江 小城智子 奥山たえ子 奥山えみ子

奥田公恵 奥田祐子 尾沢邦子 小沢明美 尾崎かおる 尾崎公子 小田みどり 尾辻喜代子 小野寺さよ子

折原和代 折原由紀子 飼手和子 片岡千鶴子 片岡陽子 加藤順子 加藤伊都子 加藤登紀子 門林洋子

角山優子 金子哲夫 鎌倉淑子 上村勝行 亀永能布子 亀田篤子 鴨田哲良F 河上婦志子 川橋幸子 川名

はつ子 漢人明子 木越陽子 木住野理栄 北明美 北岡孝義 貴田月美 北日明代 木村瑛子 木村涼子

木元弘子 木元美代子 草薙順一 櫛渕万里 楠井道雄 工藤仁美 國本淳子 久野澄子 久場嬉子 態崎清

子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 黒岩容子 黒沢節子 桑原輝子 玄場絢子 郡和子 越堂静子 伍賀偕子

小島妙子 小島八重子 後藤安子 五島昌子 小林千代美 小林佳子 小林ひろ子 小林真千子 小松満貴子

小松加代子 菰田由美子 小柳優子 古山啓子 近藤正代 近藤美恵子 今野久子 斎藤栄子 斉藤繁子 斉

藤正美 坂井隆之 酒井和子 酒井興子 逆井征子 坂本敦子 坂本福子 阪本美知子 佐崎和子 佐藤敦子

佐藤由紀子 佐藤公子 佐藤周一 塩原節子 志賀寛子 宍倉良枝 設楽ヨシ子 志田なや子 芝崎麻紀子

島田美恵子 嶋川まき子 清水計枝 清水純子 清水直子 清水恵 白木憲一郎 新谷文子 神惇子 陣内絹

恵 末永節子 杉村和美 杉井静子 鈴木よし子 鈴木京子 清山玲 関優美 瀬古由紀子 瀬野喜代 添田

包子 高島順子 高島道枝 高木睦子 高橋高子 高橋広子 高橋弘子 高橋みよ子 高橋洋子 高山紀世美

高田洋子 高村裕子 高須裕彦 滝沢香 滝秀樹 武井多佳子 竹内勝子 竹内三輪 竹信三恵子 但馬けい

子 田代瑞恵 立花英人 龍田美智恵 建部玲子 立間節子 田代早苗 谷恵子 谷博之 田沼祥子 田沼久

男 田中喬子 田中誠治 田中玉枝 田中環 津久井勝子 辻新一 堤典子 綱島文江 椿茂雄 露木肇子

都留伸吾 道免明美 戸枝晶子 遠野はるひ 当麻よし子 戸川美穂子 徳茂万知子 戸塚秀夫 富永誠治

富田修司 内藤篤男 内藤忍 中村史子 仲谷良子 中村和雄 中村ひろ子 中谷紀子 中谷文美 永井初子

永井よし子 長嶋信也 長坂寿久 中林晶子 名田明子 夏木ふみ 鍋島初美 贄川由美子 二木洋子 西島

博 西田英俊 西浜楢和 西谷敏 仁田裕子 丹羽雅代 根本ますみ 野崎光枝 野畑員理子 野村生代 橋

本ヒロ子 長谷川伸子 畑中邦子 八谷真智子 服部雅美 馬場裕子 花崎摂 浜田小夜子 早房長治 葉山

洋子 林誠子 林瑞枝 原澤那美子 坂喜代子 樋川つや子 肥田和子 日向繁子 平川和子 平川景子 平

川弘子 広木道子 深澤秀子 福原宇子 福田健一 福地絵子 藤井俊道 藤浦由美 藤枝泉 藤沢真砂子

布施由女 舟山三千子 古田睦美 古守恵子 古谷悦子 朴木佳緒留 細谷久美子 堀江和子 堀内光子 堀

口悦子 本間伸子 本田次男 本間節子 本間重子 真壁清子 牧田真由美 松井京子 松野菊美 松崎歌子

松村文人 三浦まり 二重野栄子 三島春子 三橋敦子 南明美 宮地光子 宮成友恵 村上克子 村松安子

村藤美枝子 望月悦子 望月すみ江 本尾良 本山央子 守美美子 森容子 森本孝子 森田園子 森田千恵

森谷久子 屋嘉比ふみ子 柳沼千枝 矢澤澄子 矢澤江美子 矢島床子 矢谷康子 山崎久民 山崎摩耶 山

下慶子 山下はるみ 山下泰子 山口雪子 山藤将之 山田久爾枝 山本幸子 山埼員由美 山本令子 山崎

耕一郎 山口わか子 柚木康子 養父知美 横山基子 吉田隆 吉田啓子 吉田千秋 吉原美恵子 吉村怜子

四谷信子 和気文子 脇本ちよみ 渡辺泰子 渡辺聡 和田肇 和田成枝 匿名3名

【賛同団体】アミカス嘱託職員ユニオン おんな労働組合 (関西)神 奈川シテイユニオン 関西女の労働間

題研究会 均等待遇アクション 21京都  国労婦人部 自治労中央本部女性部 自治労横浜関連支部協議会

昭和シェル労組 女性ユニオン東京 すみだユニオン せんしゅうユニオン 全国労働組合連絡協議会女性委

員会 全統一労働組合 大鵬薬品工業労働組合 男女差別賃金をなくす連絡会 都議会生活者ネットワーク

なかまユニオン 那覇市職労那覇市臨時非常勤職員労働組合 新潟県教職員組合女性部 にいがた女性会議女

性の労働部会 日本教職員組合女性部 日本労働組合総連合会男女平等局 練馬区立図書館協力員労働組合

働く女性の人権センターいこる ふぇみん婦人民主クラブ 民主党 郵政労働者ユニオン 横浜フォーラム労

働組合 連合大阪  CAWネ ット・ジヤパン I女性会議 I女性会議大阪 I女性会議東京都本部

(10.09.30現 在)

《2008年度分 (2008年 4月 ～09年 3月 )以降、賛同費をご納入いただきました方 の々お名前を掲載しています。
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「第 3次男女共同参画基本計画に盛り込むべき施策に関する提案」

2010年 8月 20日

均等待遇アクション 21事務局

第 2部 重点分野

第 4分野。「雇用等の分野 にお ける男女 の均等な機会 と待遇の確 保」 につ いて

Ⅲ施策 の基本的方向 と具体 的な取組

1 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進

(2)具体的取組

③について

「I L0100号条約の実効性確保のため、職務評価手法等の研究開発を進める」ことについては、客観的で

性に中立的な職務評価制度の確立のために、研究会を早急に立ち上げる必要がある。この研究会には、職務評

価を社会化するために研究を積み上げてきた研究者および裁判や労働組合を通して実践してきた労働者の実務

を反映させ、職場で具体化できるようなプログラムを迅速に作成すべきである。

⑤について

間接差別の禁上については、2004年男女雇用機会均等政策研究会報告の「間接差別として考えられる例」と

して示された福利厚生等の世帯主要件やパー トタイム労働者に対する不利な処遇などの例を全て省令に入れ

るとともに、さらに拡大にむけた事例収集をおこなうこと。

⑥について

指針の「雇用管理区分」については、既に兼松事件 (2009.10.20最 高裁で確定)で雇用管理区分をこえて、

差別を認定しており、削除すべきである。したがって、「コース等で区分した雇用管理については、事実上の男

女別雇用管理にならないよう、留意すべき事項について周知徹底を図るとともに、適正な運用に向けた的確な

行政指導等を行う。」の部分は削除すること。

追加すべき項目

①男女間の賃金格差を是正するために下記のような具体的な目標を設定する必要がある。合わせて正規労働者

だけでなく非正規労働者も含めたものとすべきである。

男女賃金格差 :2015年  75%(非 正規労働者も含む)、 2020年  80%(同 )

管理職比率 : 2015年  15%  2020年  30%
②男女雇用機会均等法に女性差別撤廃条約第 1条の「差別の定義」を明記すること。

2 非正規雇用における雇用環境の整備

(2)具体的な取組

①および②について

厚生労働省作成の「パー ト社員の職務分析・職務評価実施マニュアル」は、使用者向けに作成されたもので

あり、「職務分析」のステップは、業務の内容と責任の程度だけに留まり、パートと正社員が「同種の業務、同

じレベルの責任」を条件としていることは国際基準に反する。

国際労働基準である I L 0100号 条約は、構造的な性別職務分離による性差別賃金を是正することを目的と

しており、異なる男性と女性の職務、あるいは非正規と正規の職務を、ジェンダー中立に分析・評価すること

が実施目標である。

すでに国際基準として各国で実践されている職務評価の手法は、①知識・技能、②精神的・肉体的負担、③

責任、④労働環境の 4大ファクターによって評価し、数値化する。国際基準の職務評価制度を早急に確立する

必要がある。

⑥および⑦について

パー トタイム労働者や派遣及び有期契約労働者には、正社員と同じ仕事をしている労働者が多く存在してお

り、パー ト労働法第 8条は差別禁止=均等を明記している。正規・非正規間の待遇改善は 「均衡」ではなく、

すべて 「均等・均衡」とすべきである。

追加すべき項目

①パー ト労働法第 8条の差別禁上の 3要件は、間接差別となるおそれがあり削除すること。パー ト労働法を公

務労働にも適用すること。
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② 女性労働者の過半数が非正規でその殆どが有期雇用であるが、有期雇用労働者の育児休業取得率は極めて低

い。育児介護休業法の有期雇用労働者の取得要件を削除すること。

③ 「有期労働契約」の範疇にはフルタイムの有期労働者だけでなく短時間パー ト・派遣労働者等も入れて、入

り口出回規制、正規労働への転換、均等待遇の法制化を図ること。

④ 「女性が自立できる所得保障」として全国最低賃金を時給 1,000円 とすること。

第 5分野 「男女の仕事 と生活の調和」 について

Ⅲ 施策 の基本的方 向 と具体的な取組

1.「仕事と生活の調和の実現 J

(2)具体的な取組

②について

「健康で豊かな生活に向け、長時間労働を抑制するとともに、年次有給休暇の取得を促進する。また、長時

間労働抑制のための施策等を検討し、実現を目指すJと あるが、「残業時間の年間上限 150時間」等、具体的

に数値目標を設定すべきである。

③について

「育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、短日数勤務、テレワーク等、ライフスタイルに応じた

多様な働き方の普及 (あ るいは普及のための検討)を進める」とあるが、女性の半数以上が、非正規 (有期雇

用)と いう現実からすれば、本人が選択でき、均等待遇が保障されることが必要だ。なお、育児・介護休業法

の有期雇用労働者の取得要件は削除することが必要である。

⑤について

IL0156号条約の趣旨も踏まえ、仕事と家庭が両立できる職場環境の整備を促進することが述べられており、

「育児休業中の経済的支援」が挙げられているが、現在の 50%保障では低すぎるので、せめて 80%は必要と

考えられる。

2.多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

(1)施策の基本的方向について

施策の基本的方向では、「『子ども ,子育てビジョン』に基づく」とされているだけなので、ビジョンを見て

みると、「幼稚園等の既存の社会資源の活用」で「幼保一体化を進める」ことが意図されてお り、株式会社の参

入も歓迎されている。利益追求の結果、保育労働者の非正規化にもつながりかねず、「保育を公的責任で担つて

いく」という基本姿勢の堅持を明確にすべきである。

(2)具体的な取組

①について

保育所待機児童の解消を図るとあるが、保育所の整備と新規開設を早急に取り組むべきである。「放課後子ども

プラン」の推進についても、児童を受け入れる施設の拡充とともに、対応する労働者 (保育士・学童保育指導

員)の待遇改善も合わせて考慮すべきである。

3.働 く男女の健康管理対策の推進

(2)具体的な取組

③について

妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに対する厳正な対応等を推進することでいわゆる 「育休切り」などを

なくすためには、雇用均等室の強化 (人員増、予算増等)が必要である。

第 3部  推進体制 について

Ⅱ 施策 の基本的方 向 と具体的な取組

3 地方公共団体や民間団体等における取組への支援

(2)具体的な取組

③について

国立女性教育会館においては、「ジェンダーフォーラム」を復活させ、毎年開催 し、NGOと の連携を強化する

こと。

外



金格差ガイ ドラインに対する意 2010.10.1 均等待遇アクション 21事務局

8月 31日 に発表された「男女間の賃金格差解消のためのガイ ドライン」は、今年4月 の「変化する賃金・

雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書」の中の「労使が自主的に見直しに取り組む
ことを促進するための現実的な対応方策を示したもの」です。ガイ ドラインのポイント (裏面参照)は、
1)男女間格差の「見える化」を推進
2)見直しの視点は、①賃金 。雇用管理の制度面 ②運用面の見直し ③ポジティブ・アクションの推進
3)そのために実態調査や意識調査などの支援ツールを作成し、労使の取り組みに任せる
というものですが、以下問題点を述べてみます。

●非正規を含めた男女賃金格差の「可視化」を

「見える化」という言葉には違和感を覚えます。「可視化」のほうが明確です。研究会では非正規の女

性について賃金格差の検討対象から外していますが、これでは 「見える」どころか賃金格差の実態から遠

ざかるばかりです。

ガイ ドラインに添付された参考例の支援ツールでは、大卒以上の総合職 。一般職の男女の比較が中心に

なつています。フルタイムの高学歴正社員に限定したガイ ドラインでは、実効性も上がらないのは明らか

です。非正規も含めて職場の実態を反映した実効性のあるガイ ドラインにすべきです。

●労使に委ねるだけなく、行政指導の強化を

研究会報告書では、2003年に作成されたガイ ドラインは労使に浸透しておらず、実効性にも疑間がある

としていますが、この 7年間で男女賃金格差是正がわずか 3.3ポイントであつたことは、それを裏付けて

います。なぜ周知・啓発がすすまなかつたのか、行政の取り組みに対する反省が感 じられません。

今回のガイ ドラインで示された支援ツールの実態調査や意識調査には提出義務はありません。調査後の

是正策や担当部署 (均等室か21世紀職業財団か)も示されていないので、調査して終わりということに

もなりかねません。これでは労働組合のある大企業中心の取り組みに限定されてしまいます。労使の自主

的取 り組みに委ねるだけでなく、賃金格差是正に対する行政の指導強化を明確に打ち出すべきです。

●労基法 4条を活かした是正を

前回のガイ ドライン以降、男女賃金格差是正については、内山工業、昭和シェル石油、商社兼松と3件

の労基法 4条違反の最高裁判決が出されています。 ILO条約勧告適用専門家委員会や女性差別撤廃委員

会からも勧告が出されています。しかし、今回のガイ ドラインにはこの判決や勧告が反映されていません。

異なる担当職務や職種、異なる雇用管理区分間の男女賃金格差にも労基法 4条を適用した行政指導を強化

すべきです。

●「聞接差別の禁止」と「職務評価システムの確立」が緊急課題

賃金制度は性中立的でも運用では出産 。育児が不利になつたり、基幹業務には長時間労働や転勤などが

求められるというのは、「間接差別」です。これは企業の賃金・雇用管理の見直しに委ねるのではなく、

「間接差別」として均等法で禁止すべきです。

また、女性の職務は困難度が低く責任も軽いとみなされ、経験も評価されていません。女性 と男性、正

規と非正規の賃金格差を「可視化」するツールとして、客観的で性中立的な職務評価システムの確立こそ

行政が取り組むべき緊急の課題です。

タ



女間の賃金格差解消のためのガイ ドラインのポイン ト

(2010年 8月 31日 厚労省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 )

1.男女問格差の「見える化」を推進

男女での取扱いや賃金の差異が企業にあつても、それが見えていない場合もあると考えられる。男女問

格差の実態把握をし、取組が必要 との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛 り込んだ。

2.賃金・雇用管理の見直 しのための 3つの視点

(1)賃金・雇用管理の制度面の見直 し

<具体的方策>
・ 賃金表の整備

・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保

。 どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し

。 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィー ドバ ック

・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

(2)賃金 C雇用管理の運用面の見直 し

<具体的方策 >

・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを

現場 レベルでチェック

・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなつているかを精査

・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

(3)ポジティブ・ アクション (※)の推進

<具体的方策>
・ 女性に対する社内訓練 。研修の積極的実施や、基準を満たす労働者の うち女性を優先 して配置、

昇進させる等のポジティブ・アクションの実施

※ポジティブ・ アクションとは ?

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、例えば管理職は男性が大半を占めている等、

男女労働者の間に生 じている事実上の格差の解消を目指 して、女性の採用拡大・職域拡大・管理

職登用の拡大等、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組をいいます。

■支援ツールは厚労省HPでダウンロー ドできます。パンフレッ トも雇用均等室などで配市 します。

*男女を問わず社員の活躍を促進するための賃金・雇用管理に関する実態調査票)

*男女を問わず社員の活躍を促進するための社員意識調査アンケー ト

*実態調査票を入力するためのシー ト

∠



期労働契約研究会 報告書(2010年 9月 10日 )に対する意

2010年 10月 1日

均等待遇アクション21事務局

は じめに

「有期労働契約研究会」は、厚生労働省労働基準局長の委嘱を受けて、2009年 2月 から検討を行い、

2010年 3月 の中間取りまとめを経て、最終的に 9月 10日 、報告書を公表しました。総論的事項で「有

期契約労働者の雇用の安定、公正な待遇等を確保するため、有期労働契約の不合理・不適正な利用を防

止するとの視点を持ちつつ、有期労働契約法制の整備を含め、有期労働契約をめぐるルールや雇用・労

働条件管理の在り方を検討し、方向性を示すことが必要と考える。」と述べていますが、各論になると残

念ながら、雇用の安定 。公正な待遇が明確なものとは、なっていません。

1.締結事由 (入 り口)の規制 を明確 に打ち出すべき

本文の「締結事由の規制」の項では、日本は無期労働契約の原則を採用 しておらず、いかなる事

由 。目的のために有期労働契約を締結するかは当事者の自由に委ねており、雇用の中心たる長期雇

用を補完するものとして機能 してきたと述べています。そ して有期労働契約の果たしてきた機能や

課題の双方を踏まえ検討し得るとし、様々な議論があるとして「締結事由 (入 り口)の規制」には

極めて消極的に終始しています。女性労働者に至っては過半数をこえる非正規労働者の大多数が有

期労働契約です。「有期」であるが故に、恒常的な「更新拒否=解雇」という不安と「不合理な低

賃金・低処遇」につきまとわれています。現在の日本を覆う「貧困問題」の根本に、非正規雇用=
有期契約労働の蔓延があることを直視すべきではないでしょうか。

無期労働契約を原則とし、「有期労働契約の締結は一時的・臨時的業務等、合理的な理由が整五_盪

合に限る」という入り口規制を法制化するよう求めます。

2.均衡待遇 ではなく、均等待遇を !

公正な待遇とは、「有期雇用労働者であることを理由とした合理的な理由のない不利益取扱いの

禁止」ではないでしょうか。本文の「均衡待遇など公正な待遇」の項で日本は諸外国のような職務

給になっておらず、「職務遂行能力」を中核に、人材活用の仕組みや運用などを含め待遇が決定さ

れている、何をもって正社員と比較するのか、何が合理的な理由がない不利益取扱いに当たるか判

断が難しい等々、述べており、「均等待遇」に対して逃げ腰の姿勢と言わざるを得ません。いまこ

そ性に中立で公正で客観的な職務評価システムを確立し、「同一価値労働同一賃金原則」で均等待

遇を法制化すべきと考えます。

また、報告書では、盛んに「パートタィム労働法」を参考にする旨が述べられています。パート労働

法にどれほどの実効性があるというのでしょうか。使用者に都合の良い「言い訳」(少 しだけ違いをつ

けて「均等待遇」を回避し、実効性の伴わない「均衡処遇」という努力義務にという)に利用されるだ

けになるのではないでしょうか。使用者の恣意的な運用を極力、排除する視点が重要なのです。

3.更新・屋 止 め (出 口)を規制 し、 I L0158号 条約の批准を !

報告書では「更新回数の制限」を盛り込もうとしていますが、上限手前の雇止めや長期にわたっ

て反復更新 してきた有期雇用労働者の雇止めを引き起こすなど不利益変更も予想されます。契約を

反復更新したら無期契約とすることの義務化、雇止め (雇用の終了)に は予告期間を規定する等々

の規制が必要です。未批准の lL0158号条約 (使用者の発意による雇用の終了に関する条約)。 166

号勧告 (同勧告)を批准することも求められます。

4.審議会では、すべての有期契約労働 を対象に検討すべき

この研究会報告書を受けて、今後、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会で審議が始まることと

考えられますが、フルタイムの有期雇用労働者だけでなく、パートタイム労働や派遣労働をはじめとし

た、すべての「有期契約労働」を対象にし、拙速な結論を避け、慎重な審議を行うよう求めます。また

従来の公労使委員だけでなく「当事者」も参加した審議会を開催することも重要と考えます。
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日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(」 NNC)作成文書より抜

国連 女性差別撤 廃委員会 シモ ノビッチ委員招聘の ご報告

2010年 8月 27日 ～9月 5日

日本女性差別撤廃条約 NGOネットワーク (JNNC)のシモノビッチ委員招聘の意義

日本女性差別撤廃条約 NGOネ ットワーク (JNNC)は、女性差別撤廃条約委員会 (CEDAW)

の日本政府報告書の審議に際して 2002年 に結成された NGOの ネットワークです。2009年 の審

議には NGOと して情報を提供し、ニューヨークでの審議には 45の NGOか ら 84名が参加しま

した。CEDAW lま同 8月 、総括所見で、日本政府に対して各方面における女性差別を撤廃するよ

う勧告しました。

その総括所見の中で、特に、民法改正と暫定的特別措置については条約を履行させるうえで障

壁となっていると判断し、「フォローアップ」という監視の対象としました。日本政府はどのよう

な措置をとったかを 2年以内 (つ まり2011年 8月 まで)に報告しなければなりません。

また、個人通報制度を定めた女性差別撤廃条約選択議定書には既に 99カ 国が批准していますが、

日本は未だに批准 しておらず、その批准のための動きを加速することも喫緊の課題です。

このような課題の解決を前進させるため、日本女性差別撤廃条約 NGOネ ットワーク (JNNC)

は国連女性差別撤廃委員会のシモノビッチ委員を招聘しました。

NWECフ ォーラム・ワークショップ「国連女性差別撤廃委員と語る日本の課題」の速報

国立女性教育会館 (NWEC)で 8月 28日 、「国連女性差別

撤廃委員と語る日本の課題」と題する講演会を開き、

(主催 JNNC。 国際女性の地位協会・女性労働問題研究

会 )、 シモノビッチ委員に講演をしていただきました。

男女共同参画の研究や実践に取 り組む全国のNGOや
NPOな どから 200名 を超える参加がありました。前

男女共同参画担当大臣の福島みずほ議員も参加し、第

3次男女共同参画基本計画を検討する中で、新たに、

雇用や貧困も取り上げたことなどが紹介されました。

シモノビッチ委員講演ダイジェス ト

(詳細は後日発行の報告書をご覧ください)

私は、女性差別撤廃委員として 2回の任期と前議長を務め、2003

年と 2009年 の 2度にわたり、日本報告書の審議及び総括所見の採択

にかかわりました。

女性差別撤廃条約が目指すものは、締約国やその機関、あるいはあ

らゆる個人や団体の作為や不作為の結果生まれた、あらゆる形態の女

性に対する差別を撤廃することです。
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新しく導入された、フォローアップ手続きによって、総括所見の中で、締約国に対して 2年以

内にどのような措置を取ったかを報告するように要求しています。委員会は日本のフォローアッ

プの特別報告者に私を任命しました。フォローアップ手続きには、NGOに もシャドーレポー トの

提出を求めています。

2009年の審議において日本から多数の NGOが出席し、高いレベルの情報を提供したことで、

NGOの 役割が大きいと認識されました。2010年に委員会から新たなステー トメントが発出されま

した。国が義務を果たすためにNGOが どのような役割を持つか明確に規定されています。

2009年の総括所見で懸念とされているのは、03年に懸念とされたことが十分に実行されていな

いこと、本条約に沿った差別の定義の欠如、民法における差別的規定、本条約の認知度、労働市

場における女性の状況と女性が直面する賃金差別、及び選挙で選ばれる高いレベルの機関への女

性の参加が低いことに関する過去の勧告が取り組まれていないことです。

委員会は、本条約を女性における差別撤廃分野における最も重要な法的拘束力を持つ国際文書

として認識することと、条約が完全に国内法に組み込まれることを求めました。

委員会は、差別的な法規定の問題をフォローアップ項目に選びました。婚姻最低年齢を男女と

もに 18歳に設定、再婚禁止期間の廃止、選択的夫婦別氏制度導入を内容とする民法改正と、婚

外子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定の撤廃を強く要請 しました。世論調査の結

果のみに依存するのでなく、締約国には、条約の規定に沿って国内法を整備する義務があると指

摘しています。

また、委員会は、暫定的特別措置に関する勧告をフォローアップ項目に選びました。特に職場

での女性及び女性の政治的 。公的活動への参加に関して、事実上のジェンダー平等を促進し、女

性がよりよく権利を享受できるようにするために、暫定的特別措置が全くとられていないことに、

懸念を表明 しました。あらゆるレベルでの意思決定の地位への女性の参加を引き上げるために、

数値目標とスケジュールをもった暫定的特別措置を緊急に採用するように勧告しました。

2つの問題はいずれも日本の本条約の履行にとって、長年にわたる困難な課題になっているこ

とです。2011年 8月 7日 までに日本から委員会に報告されることになつています。

委員会の懸念の大半について、日本が適時にかつ適切に対応することを願つています。第 3次

男女共同参画基本計画の策定は、女性に対する差別を撤廃し女性の地位向上を加速させるために

条約を活用する機会といえます。重要なことは、日本政府がフォローアップの勧告の実施を優先

事項とし、具体的な立法その他適切な措置によっ

て委員会の総括所見に取 り組むことです。

選択議定書の批准を含め達成された成果は、日

本の次回の定期報告と委員会の総括所見に反映さ

れることになりますが、なにより重要なのは、そ

うした成果が日本の女性の日々の生活に反映され

ることです。日本の女性たちが、条約のもとで日

本が負っている義務にしたがって、自らの権利を

完全に保護されるに至ることを望みます。
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～現場から政策へ～

第 3次男女共同基本計画の答申では、「同一価値労働同一賃金の実効性確保のため、職務評価の手法
の研究開発を進める」と明記されています。

これは私たちの運動の成果ではありますが、実効性ある具体的なプログラムが必要です。
今回は、職務評価の実践的研究、均等待遇実現に向けての労働組含活動、男女賃金差別の是正と労働

＝

り

“

法など、各方面から提起していただきます。
さらに、政党から今後の政策についての提言も受けます。
女性の貧困問題解決への切り□を探り、公正な制度 。政策の実施を

動を進めましょう。

'“

.中性の情賃金システ賛 寝えるために

「職場の均等待遇」 前 田克子さん

自治労兵庫県本部臨時・非常勤職員等評議会

「職務評価 の実践」 禿 あや美さん

跡見学園女子大学 マネジメント学部

「男女資金格差是正と労働法」 浅倉むつ子さん
早稲田大学法科大学院

劉 。各党の政策を開く

3部.全体を受l■て質疑

長時間労働  求 め る 運

日時 冒0月 9日 (土 )

午後 ,:30～4:30

こころ 港区立港勤労福社会館

第―洋室

資料代 500円

共催    均等待遇アクション21
ユニオン 0ベイ・エクイテイ (UPE)

全石油昭和シェル労働組合

商社ウィメンズユニオン

不当な賃金格差

性別職務分離

による性差別

す覆 が解決



場所

港区立港勤労福社会館 第一洋室

東京都港区芝 5丁 目 18番 2号  連絡先 電話 :03-3455-6381

地図 交通アクセス

JR山手線、京浜東北線

田町駅西口 徒歩 5分

地下鉄浅草線、三田線

三田駅 徒歩 1分

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

福社会館
ゝ .曇露

福祉

=田 駅 A■

至 品 lll駅

『IL0100号条約違反申立て』の進捗状況

2009年 7月  3組 合 (ユニオン・ペイロエクイテイ(UPE)、 全石油昭和シエル労働組合

商社ウィメンズユニオン)が 日本政府のIL0100号条約違反をILOに 申立て

2010年 3月  ILO理事会で受理・三者委員会を設置する

8月  申立てに対する「日本政府の見解」(7月 末付)がLOより届く

10月  上記の日本政府報告についての反論を提出予定


